
学校におけるアレルギー疾患対策について（概要）

都教育委員会における新たな検討結果

予防体制

・「生活管理指導表」の提出・症状の把握
・面談（該当児童・生徒、保護者、教職員）
・対応内容の決定

緊急対応 ・応急処置
・救急車要請

（文部科学省監修）「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（「ガイドライン」）

事前準備

・児童生徒の正確なアレルギー状況の把握
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現場対応

・給食（調理、配膳）
・給食外（図工、家庭科、校外学習など）

食物アレルギー対応の基本

対
応
上
の
課
題

校内体制の標準的モデルが示されていないため、
各校での具現化がしにくい

「ガイドライン」は総論的・理念的

緊急時の対応が簡潔に記載されていないため、
いざというときに実用性に欠ける

予防体制
の確保

緊急対応
の確立

・校内体制の確保、教職員間の役割の明確化

・職種、役割毎の研修の充実

・緊急時の役割分担の明確化

・日頃から緊急時対応シミュレーションを実施

・研修を通じての実践対応力の醸成

 「生活管理指導表」の適正化を医師会に働きかけ

 標準的な役割分担を明示（アレルギー対応委員会の設置）

 養護教諭、担任に加え、栄養士を対象とする研修も実施

 緊急時対応フローチャートの作成
 リーフレット等の作成による周知

 養護教諭、エピペンⓇを持つ児童の担任に対するエピペンⓇ

　トレーナーを使った実技研修の実施

２学期以降各校での取組が開始

◎６月２１日、教育庁の取り組みを都アレルギー
　　疾患対策検討委員会に報告し、了承された

◎ 調布市事故再発防止委員会の報告内容と

    の整合性を確保

（エピペンⓇとは「アドレナリン自己注射薬」の商品名） ）

「ガイドライン」を補完できる具
体策を示し、地教委、学校の

取り組みを支援

「予防体制」と「緊急時対応」
を庁内検討会で検討

秋に各校の実施状況を調査予定

（「生活管理指導表」とは、「ガイドライン」に示された学校生活管理指導表のことで、個々の児童生徒についてのアレル

ギー疾患に関する情報を、主治医等に記載してもらい学校に提出するフォーマットをさす ）

…
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4月 5月 6月 ７月 8月 9月 10月 11月 12月～

①

■作成 　　　　　　　　　　□公表・配布

② ■発足 　　　　　　　■報告書公表（7/23）

③ 　　　           □教育委員会報告（7/25・第２回）＝公表

④ 　　　　　　　　　□区市町村教育委員会への説明

⑤ □調査 □検証

⑥ 　　　　　■医師会に依頼

学校教職員対象（重点：養護教諭、担任） ■■
（5/16,5/27）

■
（6/28）

■
(7/19)

□
(8/13)

□
(未定)

学校栄養職員対象 ■
（5/27）

□
(8/8)

□
(未定)

取り組み内容（■実施済、□予定）

研修

調布市事故再発防止検討委員会

教育委員会報告

地教委への説明

具体策の提示（リーフレット等の配布）

学校における体制づくりの確認

医師による「生活管理指導表」の適正な記載と指導

⑦

検討会実施
■■教育庁
　検討会（5/8, 5/24）

■福祉保健局
　検討会（6/21）


